
 
平成 18 年 12 月 19 日 

各      位 

 

会 社 名  阪急阪神ホールディングス株式会社 

代表者名  代表取締役社長     角   和 夫 

（コード番号 9042  東証・大証第 1部） 

問合せ先  人事総務部長     野 崎 光 男  

（TEL．06－6373－5005） 

 

株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

 当社では、本日（平成 18 年 12 月 19 日）開催の取締役会において、下記のとおり、株主優待制

度の変更について決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 
１．変更の趣旨 

既にご高承のとおり、当社は、平成 18 年 10 月 1 日付けで、阪神電気鉄道株式会社と経営

統合を行い、阪急阪神ホールディングス株式会社としてスタートしております。 

これに伴い、次のとおり株主優待制度を変更いたします。 
 

２．変更の内容 

（１）変更前 

優待内容 

 

優待基準株数 

株主優待回数乗車証 

（阪急電鉄回数カード）

株主優待乗車証 

（全線パス） 
グループ優待券

1 ～     9 9 9 ― ― 

1 , 0 0 0 ～ 4 , 9 9 9 
4 回カード×1枚 

（4回乗車分） 
― 

5 , 0 0 0 ～ 9 , 9 9 9 
25 回カード×1枚 

（25 回乗車分） 
― 

1 0 , 0 0 0 ～ 4 8 , 9 9 9 
30 回カード×2枚 

（60 回乗車分） 
― 

4 9 , 0 0 0 ～ 9 9 9 , 9 9 9 
4 回カード×1枚 

（4回乗車分） 
阪急電鉄全線パス 1枚 

100 万以上 
10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 
阪急電鉄全線パス 10 枚 

１冊 

 

・回数カードおよび全線パスの通用区間：阪急電車線全線（神戸高速線を除く） 
・グループ優待券：ホテル宿泊割引券、ホテル飲食割引券、旅行割引券、入園券（宝塚ガー

デンフィールズ）の他、適宜、特別優待券を同封 



 

（２）変更後 

優待内容 

 

優待基準株数 

株主優待回数乗車証 

（阪急･阪神 

共通回数カード）

株主優待乗車証 

（全線パス） 

 

グループ優待券

   1 ～   9 9 9 ― ―  

1 , 0 0 0 ～ 2 , 3 9 9 
4 回カード×1枚 

（4回乗車分） 
―  

2 , 4 0 0 ～ 4 , 9 9 9 
4 回カード×3枚 

（12 回乗車分） 
― 

 

5 , 0 0 0 ～ 9 , 9 9 9 
25 回カード×1枚 

（25 回乗車分） 
― 

 

1 0 , 0 0 0 ～ 3 0 , 9 9 9 
30 回カード×2枚 

（60 回乗車分） 
― 

 

① 30 回カード×2枚 

（60 回乗車分） 
― 

１冊 

3 1 , 0 0 0 ～ 4 8 , 9 9 9 

※①②のいずれかを選択 ②  10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 
阪神電鉄全線パス１枚 

 

①  10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 
阪急電鉄全線パス１枚 

 

4 9 , 0 0 0 ～ 7 9 , 9 9 9 

※①②のいずれかを選択 ② 10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 
阪神電鉄全線パス１枚 

 

8 0 , 0 0 0 ～ 9 9 9 , 9 9 9 
10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 

阪急電鉄全線パス１枚＋ 

阪神電鉄全線パス１枚 

 

100 万以上 
10 回カード×1枚 

（10 回乗車分） 

阪急電鉄全線パス 10 枚＋

阪神電鉄全線パス 10 枚 

 

 
  ○9 月 30 日現在 80,000 株以上ご所有の株主様に、12 月上旬にカレンダーを送付 

 
・阪急電鉄全線パスの通用区間：阪急電車線全線（神戸高速線を除く） 
・阪神電鉄全線パスの通用区間：阪神電車線全線（神戸高速線を除く） 
・共通回数カードの通用区間：阪急電車線および阪神電車線全線（神戸高速線を除く） 
・グループ優待券：ホテル宿泊割引券、ホテル飲食割引券、旅行割引券、入場券（宝塚ガー

デンフィールズ・六甲山上レジャー施設）などの他、適宜、特別優待券

を同封 
 
３．変更の実施時期 

   平成 19 年 3 月 31 日現在の株主様に対する株主優待より実施いたします。 

   なお、株主優待につきましては、3月 31 日現在の株主様には 5月下旬に、9月 30 日現在の

株主様には 11 月下旬（カレンダーを除く）に、それぞれご送付いたします。 

 

＜ご参考＞ 

阪神電気鉄道株式会社において実施しておりました、阪神甲子園球場ご招待の優待など一

部の優待につきましては、対象となる株主様の数等にかんがみまして、廃止させていただい

ております。 

以 上 


